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第１章 ハローワーク（公共職業安定所）からのお願い 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
この を に て、できるだけ分かりやすく、説明漏れのないように

 
 

 

雇用保険関係の事務処 国をオンライ 「ハローワークシステム」に

 

 
雇用保険関係の各種届出について、とても 電子申 する事業主の方が

ていますので、 よる届出・申請をされている事業主の皆様は、 、

子申請の 用を ください P.96  

 電子申請なら、24 時間、365 日、いつでも申請 です  

 電子申請なら、 での 出のように、 時間がかかりません  

 電子申請なら、 所する手間も、 用もかかりません  

 電子申請なら、 人 の びがなく、 管理の安 が高まります  

 

 

１ 雇用保険関係におけるオンライン・システムによる事務処理 

事業所の雇用保険の事務担当者の皆さま方には、雇用されている労働者

の方の雇用保険にかかわる手続や労働保険料の納付をはじめ、さまざまな

事務手続をお願いすることとなりますので、この冊子を、積極的かつ有効

にご活用いただき、制度の円滑な運営についてご理解いただくとともに、

適切な届出にご協力をお願いいたします。 
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　なお、ハローワークにおいては、雇用保険適用窓口(※)の来所による受付を16時ま

でとし、 16時以降は電子申請による申請・届出の集中処理を行うこととしています。
(※) 事業主などが行う申請・届出 (事業所・被保険者関係手続、雇用継続給付関係手続)が対象となります。16時を過ぎて
お持ちいただいた場合、即時処理ができませんのでご了承願います。
(※) 事業主などが行う申請・届出 (事業所・被保険者関係手続、雇用継続給付関係手続)が対象となります。16時を過ぎて
お持ちいただいた場合、即時処理ができませんのでご了承願います。
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ハローワーク

ハローワーク

雇用保険の各種届出書類は、機械（ＯＣＲ）に直接読み取らせて処理を行いますの

で、□□□□の記入枠の部分は、鉛筆（ＨＢ程度）を使用してください。

それ以外の部分はボールペン・ゴム印等を使用してください。

文字は標準字体のカタカナ、アラビア数字、「－」記号（長音またはハイフン）を使

用し、枠からはみ出さないようになるべく大きく、丁寧に書いてください。「ッ」など

の促音、「ャ」などの拗音も、大きく書いてください。

濁点、半濁点は、１文字と同様に取

※労働保険の各種届出書類（労働保険関係成立届・名称、所在地変更届）については

　ボールペンで記入し、濁点・半濁点も文字に含めてください。

扱い、また、「ヰ」「ヱ」の場合には、それぞれ

「イ」「エ」を使用してください。

例 札幌→サ ツ ホ ゜ ロ 東京→ト ウ キ ヨ ウ

例 株式→カ ブ シ キ

静岡→シ ス ゛ オ カ 兵庫→ヒ ヨ ウ コ ゛

２ 届出書類の記載方法などの注意事項

７

７

７

７
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ハローワーク（公共職業安定所長）
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